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参議院情報監視審査会の活動経過 

― 年次報告書（令和７年６月）の概要 ― 

 

 

情報監視審査会事務局 

 

 

 

１．はじめに 

２．審査会の所管 

３．審査会の活動経過等 

４．主な指摘事項 

５．おわりに 

 

 

１．はじめに 

 令和７年６月６日、参議院情報監視審査会（以下「審査会」という。）は、参議院情報監

視審査会規程（以下「審査会規程」という。）第22条第１項1に基づき、「年次報告書（令和

７年６月）」（以下「本報告書」という。）を参議院議長に提出した。また、同月13日には、

参議院本会議において審査会会長がその概要を報告した。 

審査会は、行政における特定秘密2の保護に関する制度3の運用を常時監視するために設

 
1 審査会は、毎年１回、調査及び審査の経過及び結果を記載した報告書を作成し、会長から議長に提出するも

のと定められている。また、年次報告書のほか、必要があると認めるときは報告書を提出することができる

（審査会規程第22条第２項）。審査会は平成27年３月に活動を開始し、年次報告書の決定は今回が10回目であ

る。過去分を含む報告書一覧が、参議院ウェブサイトに掲載されている。<https://www.sangiin.go.jp/jap

anese/jyouhoukanshi/index.html>（以下、最終アクセスは全て令7.6.13） 
2 「特定秘密の保護に関する法律」（以下「特定秘密保護法」という。）第３条第１項において、行政機関の長

は、（１）行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報（防衛、外交、特定有害活動（スパイ行

為等）の防止、テロリズムの防止のいずれかの事項に該当する情報）であって（別表該当性）、（２）公になっ

ていないもののうち（非公知性）、（３）その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがある

ため、特に秘匿することが必要なもの（特段の秘匿の必要性）という３要件を満たす情報を特定秘密として

指定するものとされている。 
3 特定秘密保護法は、安全保障上の秘匿性の高い情報の漏えいを防止し、国と国民の安全を確保することを目

的としており、特定秘密の指定・解除、特定秘密の漏えいを防止するための適性評価、罰則、本法の適正な

運用を図るためのルール等について定めている。このほか、同法の関係政令である「特定秘密の保護に関す

る法律施行令」（以下「特定秘密保護法施行令」という。）や、同法の統一的な運用を図るための「特定秘密

の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」（平成26年10月14日閣議

決定。以下「運用基準」という。）等が整備されている。 
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置された常設の機関である4。特定秘密を取り扱う保護措置5の一環として、審査会の会議は

原則非公開とされ、会議録も公表されていない6。その一方で、審査会の活動を明らかにす

ることも国会の一組織として求められており、審査会の年次報告書は、これらのバランス

を考慮して作成されている。 

本報告書は、令和６年６月１日から令和７年４月30日までの期間の審査会の活動を取り

まとめたものであり、本稿ではその概要説明を通じて、上記期間における審査会の活動経

過等を紹介することとしたい。 

 

２．審査会の所管 

 審査会は、行政における特定秘密保護制度の運用を常時監視するため、①特定秘密の指

定及びその解除並びに適性評価の実施の状況についての「調査」と、②委員会等からの特

定秘密の提出要求に係る行政機関の長の判断の適否等の「審査」を行う7。 

 

図表１ 情報監視審査会の「調査」と「審査」

 

（出所）参議院情報監視審査会事務局作成 

 
4 本報告書の対象期間外であるが、令和７年５月16日、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律（以下

「重要経済安保情報保護活用法」という。）が施行され、行政機関の長は、重要経済基盤（重要なインフラや

物資のサプライチェーン）に関する一定の情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が

国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿する必要があるものを重要経済安保情報として指

定するものとされた。同法の施行に合わせて、同日、国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関す

る法律の一部を改正する法律を始めとする関連法規が施行され、審査会が、行政における特定秘密保護制度

の運用の常時監視に加え、行政における重要経済安保情報の保護及び活用に関する制度の運用を常時監視す

ることとされた。 
5 特定秘密の知得者の制限など、特定秘密の漏えいを防ぐための人的・物的な措置をいう。 
6 審査会の会議は、議員その他の者の傍聴を許すものとする決議を行った場合（＝公開の場合）を除き、非公

開で開かれる（審査会規程第26条第１項及び第２項）。なお、会長の互選や年次報告書の決定等の手続のみを

行う場合は公開で開かれており、当該審査会の会議録はインターネット（国立国会図書館の国会会議録検索

システム）で閲覧することができる。<https://kokkai.ndl.go.jp/#/> 
7 国会法第102条の13 
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審査会が、調査又は審査のため、行政機関の長に対し、特定秘密の提出又は提示を求め

たときは、行政機関の長は、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある旨の内

閣の声明が発出された場合等を除き、その求めに応じなければならないとされている8。 

 

図表２ 特定秘密の提出（提示）を要求する場合の流れ【調査の場合】 

    （出所）参議院情報監視審査会事務局作成 

 

また、審査会は、①調査の結果、必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、特

定秘密保護制度の運用について改善すべき旨の勧告をすること及び勧告の結果とられた措

置についての報告を求めること、②審査の結果、必要があると認めるときは、委員会等の

求めに応じて報告又は記録の提出をすべき旨の勧告を行うことができるとされている9。 

これらの特定秘密の提出又は提示の要求、勧告及び勧告の結果とられた措置についての

報告の要求は、議長を通じて行われる10。 

 

３．審査会の活動経過等 

本報告書の対象期間中、委員会等からの審査の要請等はなく、審査会は、行政における

特定秘密の指定等の状況についての調査を行った。審査会は、政府が毎年提出する「特定

秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告」（以下「政府の年次報

告」という。）11を踏まえて調査を進めており12、以下、各委員による質疑の概要等を含め、

 
8 国会法第102条の15第１項、第102条の17第２項等 
9 国会法第102条の16、第102条の17第５項 
10 審査会規程第20条、第21条 
11 政府は、毎年、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理

等に関し優れた識見を有する者の意見を付して、特定秘密の指定等の状況について国会に報告するとともに、

公表するものとされている（特定秘密保護法第19条）。 
12 審査会は、政府から、特定秘密指定管理簿（特定秘密の指定及びその解除を適切に管理するための帳簿で、
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審査会における調査の概要を時系列に沿って紹介することとしたい。 

 

図表３ 調査の経過 

（出所）参議院情報監視審査会事務局作成 

 

（１）令和６年７月に公表された防衛省における特定秘密漏えい事案等についての説明聴

取・質疑、防衛大臣に対する勧告等 

令和６年７月12日、防衛省は、特定秘密漏えい事案13及び漏えいには当たらないが特定秘

密に係る手続において瑕疵があった事案14が発生していたこと並びに今後の事実関係の確

認が必要な案件が把握されていることを公表した15。審査会は、調査結果の公表に先立ち、

防衛省から報告を聴くなどの対応を行った上で、同月30日、特定秘密の管理について防衛

省（防衛政策局）から説明を聴取し、質疑を行った。委員からは、再発防止策の早期実行

 
指定をした年月日、有効期間、特定秘密の概要等を記載し、又は記録したもの（特定秘密保護法施行令第３

条））、特定秘密指定書等（各行政機関の長が、特定秘密について、指定、指定の有効期間の満了、指定の解

除、指定した情報の一部解除及び指定の有効期間の延長を行った際に作成する文書）の提出を受けている。 
13 海上自衛隊の艦艇部隊において、適性評価未実施の隊員について戦闘指揮所（ＣＩＣ）又は艦橋において特

定秘密を知り得る状態に置いた事案が35件、適性評価未実施の隊員に特定秘密を取り扱わせた事案が３件確

認された。また、艦艇部隊以外で発生した事案として、適性評価未実施の隊員に特定秘密を取り扱わせた事

案が海上自衛隊で３件、航空自衛隊で２件確認された。 
14 適性評価実施済みであるものの特定秘密取扱職員に指名されていない隊員に特定秘密を取り扱わせた事案

が海上自衛隊で２件、適性評価未実施の隊員を特定秘密取扱職員に指名したが、結果的に特定秘密を取り扱

わなかった事案が海上自衛隊で２件、航空自衛隊で７件、統合幕僚監部で１件、情報本部で１件の計11件確

認された。また、特定秘密文書や物件を適正な手続なく廃棄した事案が陸上自衛隊で２件確認された。 
15 防衛省は、事案の公表に併せて、①保全意識・教育の徹底（内部部局の審議官級や各幕僚監部の将補級を責

任者として指名し、実施体制を整えた上で、事務次官・各幕僚長を含めた全組織に対する保全教育を徹底す

る等）、②適性評価の確認（適性評価等の申請や登録、保全区画への入退室、秘密文書の閲覧等を一元的に管

理し、ヒューマンエラーを徹底的に排除するシステムを全省的に導入する等）、③立入り等の制限（艦艇のＣ

ＩＣ等への立入りが想定される全ての職員に対して適性評価等を実施する等）等の再発防止策を公表した。 

（※１）令和６年７月に公表された特定秘密漏えい事案等及び再発防止策 

（※２）令和６年12月に公表された特定秘密漏えい事案等及び再発防止策 

（※３）「防衛省における特定秘密の保全体制等の改善に関する勧告を受けて講じた措置に関する報告」（令和７年４月１４日防衛省） 
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の必要性と今後の対応、第三者による調査結果の検証の必要性、漏えい事案等に係る懲戒

処分の基本的な考え方等について質疑が行われた。 

その結果、防衛省において多数の漏えい事案が発生したことを重く受け止め、同日の審

査会において、防衛大臣に対し、特定秘密の保護に関する制度の運用について改善すべき

旨の勧告をすること及びその結果とられた措置についての報告を求めることを決定した

（後掲【資料】参照）。 

 

（２）政府の年次報告等についての説明聴取･質疑 

令和６年12月11日、特定秘密の保護に関する制度に関する事務を担当する城内国務大臣

から、政府の年次報告（令和６年６月）について概要説明を聴取した。 

次いで、同月23日、内閣官房（内閣情報調査室）から、政府の年次報告についての補足

説明16を聴取し、質疑を行った。委員からは、特定秘密の指定を行ったことがない行政機関

に指定権限を与え続けている理由、適性評価に係る確認プロセス及びその実効性、毎年数

件であった適性評価の不同意件数が23件と急増したことの評価及び分析、特定秘密に関す

る研修等の方法等について質疑が行われた。 

また、同日、内閣官房（内閣情報調査室）及び内閣府独立公文書管理監17から、審査会の

年次報告書（令和６年６月）における指摘事項18に係る政府の対応について説明を聴取し、

質疑を行った。委員からは、内閣官房（内閣情報調査室）に対しては、漏えい事案に係る

審査会への報告や調査の手順を明確にする必要性、重要経済安保情報保護活用法の成立を

受けた運用基準の見直しに係る今後の対応等について、内閣府独立公文書管理監に対して

は、情報保全監察室の業務量増加を見込んだ増員要求状況、５年ごとに相当数が見込まれ

る指定の有効期間の延長への対応等について、それぞれ質疑が行われた。 

また、同日、内閣府独立公文書管理監から、「特定秘密の指定及びその解除並びに特定行

政文書ファイル等19の管理について独立公文書管理監等がとった措置の概要に関する報告」

（令和６年６月）20の概要説明を聴取し、質疑を行った。委員からは、検証・監察の対象と

 
16 令和５年末時点で特定秘密を指定していない行政機関のうち、令和５年中に適性評価を実施した13の行政機

関（金融庁、消費者庁、消防庁、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、水産庁、資源エネルギー

庁、国土交通省、気象庁、環境省及び原子力規制委員会）における適性評価の実施の状況についての説明を

含む。 
17 特定秘密保護法附則第９条に基づき、同法の適正な運用を確保するため、独立した公正な立場から検証・監

察を行う機関が必要との認識の下で検討が進められた結果、同法の施行日である平成26年12月10日に内閣府

独立公文書管理監及び情報保全監察室が設置された。 
18 審査会の年次報告書（令和６年６月）では、①特定秘密保護法施行10年間の運用についての徹底的な検証、

適正な運用の徹底に必要な措置の実施、②防衛省における漏えい等の不適切事案の続発を踏まえた法令遵守

の徹底、再発防止措置の早急な実施、③漏えい事案についての適時適切な審査会への報告、国民への早期公

表、④重要経済安保情報保護活用法の成立を受けた特定秘密保護法の運用基準の事項の細目の見直しにおけ

る具体的かつ明確な規定、⑤重要経済安保情報に係る検証・監察の実施等を見据えた情報保全監察室の体制

強化について指摘し、政府に適切な対応を求めている。 
19 行政文書ファイル管理簿（公文書等の管理に関する法律（以下「公文書管理法」という。）第７条第１項に

規定する行政文書ファイル管理簿をいう。）に記載された行政文書ファイル等（公文書管理法第５条第５項に

規定する行政文書ファイル等をいう。）のうち、特定秘密である情報を記録するものをいう（運用基準Ⅴ１

（３））。 
20 内閣府独立公文書管理監（これを長とする情報保全監察室の職員を含む。）は、毎年１回、特定秘密の指定
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なる部署の選定基準、実地調査の件数及び方法等について質疑が行われた。 

 

（３）令和６年12月に公表された防衛省における特定秘密漏えい事案等についての説明聴

取・質疑 

令和６年12月27日、防衛省において事実関係の確認が必要とされていた案件を含めた全

省的な調査の結果が公表され、特定秘密漏えい事案及び特定秘密に係る手続において瑕疵

があった事案21が発生していたことが明らかになった22。審査会は、調査結果の公表に先立

ち防衛省から報告を聴くなどの対応を行った上で、令和７年２月３日、特定秘密の管理に

ついて防衛省（防衛政策局）から説明を聴取し、質疑を行った。 

委員からは、異動関連事案における防衛装備庁以外からの転入者に係る行政機関の名称

及び件数、共有フォルダ事案における記憶媒体としてＤＶＤ、ＵＳＢメモリーを使用した

ことに関する問題の有無、４収隊事案における幹部自衛官が録音を指示した目的、遵法精

神や保全意識についての研修や教育に係る取組状況、再発防止策の実施時期、情報漏えい

等について刑事告発を行う際の判断基準等について質疑が行われた。 

 

（４）特定秘密の指定・解除・適性評価の実施状況についての説明聴取・質疑 

令和７年２月３日及び同月14日、令和５年末時点で特定秘密を指定している13の行政機

関23から、当該行政機関における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状

況について説明を聴取し、質疑を行った。 

委員からは、特定秘密の指定に関し、経済安全保障に関する情報の指定の有無（国家安

全保障会議等）、特定秘密の指定を暦年単位で区切った際の情報量の違い（内閣官房等）、

特定秘密として指定する外国政府との情報協力業務の概要（海上保安庁）等について質疑

が行われた。 

また、特定秘密の解除に関し、指定の解除に至った経緯（総務省）、指定する特定秘密を

記録する文書を保有しなくなった場合における解除の要否（法務省）、外国から秘密情報と

して提供を受け、我が国において特定秘密として指定する情報について、当該外国におい

て指定が解除された場合の我が国における当該情報の取扱い（外務省）等について質疑が

行われた。 

 
及びその解除並びに特定行政文書ファイル等の管理の適正を確保するため内閣府独立公文書管理監及び行政

機関の長がとった措置の概要を内閣総理大臣に報告するとともに、公表するものとされている（運用基準Ⅴ

５（１）オ）。 
21 ①他の行政機関から異動してきた職員について適性評価を実施せずに特定秘密取扱職員に指名していた事

案等（異動関連事案）101件、②本来特定秘密を取り扱えない防衛省中央ＯＡネットワークシステム上の共有

フォルダに特定秘密文書の電子データが保存された事案（共有フォルダ事案）１件、③陸上自衛隊システム

通信・サイバー学校において特定秘密文書が誤廃棄された事案（学校事案）１件、④航空自衛隊作戦情報隊

電波情報収集群第４収集隊において特定秘密情報を含む音声情報が特定秘密管理者の許可を得ずに録音され

た事案（４収隊事案）１件。 
22 防衛省は、事案の公表に併せて、①部隊運用の実情に即した情報保全の在り方の検討、②情報保全教育の抜

本的改善、③既存の制度運用の改善・情報保全に関する制度の改正、④システムによるヒューマンエラーの

局限、⑤情報保全業務体制の強化、⑥特定秘密の漏えい事案等発生時の対応を掲げた再発防止策を公表した。 
23 国家安全保障会議、内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、法務省、出入国在留管理庁、公安調査庁、外務省、

経済産業省、海上保安庁、防衛省及び防衛装備庁 
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さらに、適性評価に関し、行政機関間における適性評価に係る情報共有の仕組みの活用

（内閣官房等）、緊急事態において適性評価未実施の者に特定秘密を提供する必要がある

場合の対応（内閣官房等）、防衛省における特定秘密漏えい事案を踏まえた取組（外務省等）

等について質疑が行われた。 

 

図表４ 令和５年末時点で特定秘密を指定している13の行政機関の指定等の件数 

⾏政機関名 

令和５年中 令和５年末時点 

指定 指定の解除 
指定の有効 

期間の延⻑ 

指定の有効 

期間の満了 
指定 

特定秘密文書 

の保有 

国家安全保障会議 1 0 1 0 10 0 

内閣官房 8 0 8 0 116 161,269 

内閣府 0 ０ ０ ０ 1 3 

警察庁 6 0 2 0 55 48,882 

総務省 1 2 １ 0 10 58 

法務省 0 0 0 0 1 3 

出⼊国在留管理庁 0 0 0 0 1 3 

公安調査庁 ２ 0 2 0 34 33,114 

外務省 1 0 1 0 44 151,888 

経済産業省 0 0 0 0 4 2 

海上保安庁 1 0 2 0 24 27,691 

防衛省 32 2 22 ０ 429 255,482 

防衛装備庁 1 0 ０ 0 22 552 

合 計 53 4 39 ０ 751 678,947 

（注１）国家安全保障会議が指定した特定秘密が記録された行政文書については、同会議の事務局である内

閣官房国家安全保障局の保有件数（内閣官房の保有件数の内数）として計上されている。 

（注２）令和５年末時点における特定秘密文書の保有状況は、上記13の行政機関のほかに、財務省が18件、

国土交通省が3,876件をそれぞれ保有しており、政府全体で682,841件である。 

（出所）政府の年次報告（令和６年６月）を基に参議院情報監視審査会事務局において作成 

 

（５）委員派遣 

令和７年２月27日、審査会における調査の一環として、防衛省における特定秘密の指定

状況及びその管理等に関する実情調査のため、同省（東京都）への委員派遣を行った。 

同省では、特定秘密の管理状況及び特定秘密に係る保全事案の再発防止策等について説

明を聴取した後、特定秘密文書等を保管する金庫室を視察し、特定秘密の管理に関する説

明を聴取した。加えて、特定秘密の提示を受けつつ、同省における情報収集・分析業務に

ついて説明を聴取した。 

委員からは、情報保全教育の内容及びその実施頻度、特定秘密に係る適性評価と特別防
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衛秘密24及び省秘25に係る適格性の確認の関係性、適性評価及び適格性の確認に長期間を要

した事例、過去の適性評価の情報の活用による適性評価に要する期間短縮の見通し、各部

隊における特定秘密文書等の保管状況、特定秘密文書等の運搬時に必要となる保全措置、

艦艇の戦闘指揮所（ＣＩＣ）に設置されている特定秘密等が表示される機器の運用実態、

海上保安庁との情報共有の現状等について質疑が行われた。 

 

（６）防衛大臣に対する勧告の結果とられた措置についての説明聴取・質疑 

令和７年４月14日、防衛大臣から参議院議長に対し、「防衛省における特定秘密の保全体

制等の改善に関する勧告を受けて講じた措置に関する報告」（概要は後掲【資料】参照）が

提出されたことを受け、同月18日、当該措置について防衛省（防衛政策局）から説明を聴

取し、質疑を行った。 

委員からは、再発防止策等の実施時期及び実施状況の対外公表に関する考え方、防衛省

における業務の実態を踏まえた適性評価と適格性の確認の円滑な実施の在り方、適性評価

の調査の質を担保するための措置等について質疑が行われた。 

 

（７）これまでの調査を踏まえた締めくくり的な質疑 

令和７年４月18日、上記（６）に引き続き、これまでの調査を踏まえ、城内国務大臣及

び内閣府独立公文書管理監に対し、締めくくり的な質疑を行った。 

城内国務大臣に対しては、防衛省の情報保全事案を通じて得られた教訓を踏まえた適確

な再発防止措置の実施、適性評価の実施に関する行政機関間の協力に係る既存制度の活用

を促進する必要性、突発的な緊急事態を見据えた過不足のない適性評価実施の必要性、特

定秘密保護制度及び重要経済安保情報保護活用制度の一体的な運用を行うための方策、審

査会に対して機微な情報も含めた丁寧な説明を行うことを徹底する必要性等について質疑

が行われた。 

また、内閣府独立公文書管理監に対しては、防衛省の特定秘密漏えい事案等に係る検証・

監察の実施状況、重要経済安保情報についての検証・監察を行うに当たっての課題及び情

報保全監察室の体制強化の取組、独立公文書管理監に対する通報の在り方等について質疑

が行われた。 

 

４．主な指摘事項 

審査会における調査を通じて、委員からは、特定秘密保護制度の運用の改善に係る様々

な指摘がなされた。これらの指摘を踏まえ、本報告書では以下の７項目について政府に適

 
24 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第１条第３項各号に掲げる事項（日本国とアメリカ合衆国との間

の相互防衛援助協定、日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定及び日本国に対する合衆国艦艇の貸与

に関する協定に基づき米国から供与された装備品等についての構造又は性能その他の事項等）及びこれらの

事項に係る文書、図画又は物件で、公になっていないものをいう。 
25 防衛省本省の所掌する事務に関する知識及びそれらの知識に係る文書若しくは図画又は物件であって、関係

職員以外に知らせてはならないもの（特定秘密及び特別防衛秘密に該当するものを除く。）として、秘密保全

に関する訓令（平成19年防衛省訓令第36号）の規定に基づき秘として指定されたものをいう。 
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切な対応を求めている。 

 

年次報告書（令和７年６月）における「主な指摘事項」 

 

１．防衛省は、同省において情報保全事案が相次いで明らかになったことを重く受け止め、令和６

年12月に公表した再発防止策に基づく取組や審査会の勧告を受けて講じることとした措置を着

実に実行すること。また、特定秘密保護制度を所管する内閣情報調査室は、防衛省の事案を通じ

て得られた教訓を踏まえ、適性評価の確実な実施や保全教育の内容の見直しなど、適確な再発防

止措置を講じること。 

 

２．出向等により他の行政機関へ異動し、特定秘密を取り扱う業務に従事することとなる行政機関

の職員については、異動元で適性評価を実施していた場合であっても異動先において改めて適性

評価の実施を要するが、異動元での適性評価において得た情報を提供できる行政機関間の協力に

係る既存制度の積極活用を図り、政府全体で円滑な調査の実施・運用を促進すること。 

 

３．防衛省本省及び防衛装備庁においては、特定秘密に係る適性評価のほか特別防衛秘密等に係る

適格性の確認という独自の制度が運用されており、適性評価を経た職員は約12万人、適格性を保

有する職員は約23万人となっている。この中でも適性評価を経た職員の大半が適格性も保有して

おり、これらの調査事項は全く同一のものであるにもかかわらず、それぞれの調査が別々に実施

されているため、調査を繰り返している現場には少なからず負荷となっていることに鑑み、防衛

大臣の下、業務の効率化や関係者の負担軽減に取り組むことによって、防衛省本省及び防衛装備

庁における情報保全体制を持続可能なものとし、実効性のある運用を確立すること。 

 

４．特定秘密は、仮に漏えいした場合、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある極め

て機微な情報であることから、いかなる場合でも適切な取扱いが求められる。他方、緊急事態が

突発的に生じた場合には、国民の安全を守ることが最重要課題となり、通常とは異なる対応を求

められる状況も生じ得る。各行政機関においては、こうした状況に十全に対応することができる

よう、適性評価を実施する職員の範囲や地方公共団体の職員等に対する特定秘密の提供の在り方

について、不断に検証し、必要な措置を講じること。 

 

５．安全保障の領域が経済・技術分野に拡大する中、特定秘密保護制度の運用においても、経済安

保関連情報の保全は重大かつ喫緊の課題である。重要経済安保情報保護活用制度との一体的な運

用等を通じ、情報保全が適確に行われるよう、特定秘密保護法の運用基準の明確化や補足の要否

について不断に検討し、必要に応じ見直しを行うこと。あわせて、政府が保有する経済安保関連

情報のうち、特定秘密として指定すべきものがないかについて改めて点検を行うこと。 

 

６．特定秘密の指定の適否等に関する調査において、行政機関側が機微な情報に関する説明を拒む

場面があったことは遺憾である。審査会が行政における特定秘密保護制度の運用を適切に監視す

ることが、同制度に対する国民からの信頼の確保につながることを十分に理解するとともに、審

査会が厳格な保護措置を講じていることを踏まえ、審査会に対し機微な情報も含めた丁寧な説明

をするよう徹底すること。 

 

７．内閣府独立公文書管理監による特定秘密及び重要経済安保情報に係る検証・監察を十全に実施

するために必要かつ十分な情報保全監察室の体制強化を行うこと。その上で、内閣府独立公文書
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管理監は、これまでに蓄積した知見の活用や手法の改善等を通じて効果的・効率的な検証・監察

を実施すること。また、新たに重要経済安保情報の指定の適否に係る検証・監察を行うに際し、

本来特定秘密に指定すべきものが含まれていないか確認すること。 

 

 

５．おわりに 

令和６年中に立て続けに公表された防衛省における特定秘密漏えい事案等は、幹部自衛

官の遵法精神の欠如、保全意識の欠落、特定秘密保護制度に関する知識不足等に起因する

ものであった。防衛省においては、審査会の勧告を受けて講じることとした措置等を着実

に実行し、情報保全が徹底される組織文化を構築すること、また、政府においては、審査

会での委員からの指摘及びそれらを受けて取りまとめられた本報告書の「主な指摘事項」

を十全に踏まえ、特定秘密保護制度の適正な運用を徹底することが求められる。 

また、審査会は平成27年の設置以来10年の節目を迎える本年、行政における重要経済安

保情報保護活用制度の運用の常時監視という新たな任務が付与された。今後、これまでの

活動で得た知見を生かし、両制度の運用を厳格に監視し、民主的統制を確保していくこと

が求められる。 
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【資料】「防衛省における特定秘密の保全体制等の改善に関する勧告」及び「防衛省におけ

る特定秘密の保全体制等の改善に関する勧告を受けて講じた措置に関する報告」

（概要） 

「防衛省における特定秘密の保全体制等の

改善に関する勧告」（令和６年７月30日 参

議院情報監視審査会決定） 

「防衛省における特定秘密の保全体制等の改善に関する勧告を

受けて講じた措置に関する報告」（令和７年４月14日 防衛大臣

より提出） 

１．幹部自衛官を始めとする全自衛隊員に対

する特定秘密の保全に係る定期的な教育

及び習得の確認の在り方や対外的に公表

していない保秘情報の取扱いを含め、防衛

省・自衛隊における情報保全体制を抜本的

に見直すとともに、法律及び規範を遵守す

る組織風土への改善に向けて全省的に取

り組むこと。 

 

・ 令和６年12月に公表した再発防止策の策定に当たり、情報

保全教育の在り方や対外的に公表していない保秘情報の取扱

いを含め、法律及び規範を確実に遵守する組織風土への改善

に向けて全省的に取り組むこととした。 

 

・ 特に、情報保全教育については、従来の保全教育の大半は、

制度や規則の解説に主眼を置いた単一の教育資料を使用し、

相当程度画一的な教育がなされ、また、教育の到達度の検証が

不十分であったこと等を踏まえ、情報保全教育資料を個々の

職員の状況に応じた重層的な構造に再編成した。さらに、教育

内容の定着度を測定する知識確認試験の導入等に取り組んで

いるところである。以上の取組は、教育責任者に指定された審

議官・将補級の職員が責任を持って実施する。 

 

・ 防衛省の情報保全業務体制において省外の有識者の意見を

取り込む体制が欠如していたことを踏まえ、令和７年１月に

有識者会議を新設した。今後、同年３月に公表された有識者会

議の中間提言を踏まえた情報保全教育の改善策を速やかに実

行する。 

 

・ 情報保全に係る各種施策を省横断的に所掌する専従の大臣

官房参事官ポストを令和７年４月１日に新設したほか、中央

組織と現場部隊等との連携を強化していく。 

 

２．自衛隊の各部隊において、部隊行動の実

態と特定秘密の保護措置との間に乖離が

生じていないか、徹底的に検証し、是正す

ること。その上で、今後生じ得るあらゆる

事態を常に想定して課題を洗い出した上

で、特定秘密保護制度を所管する政府部局

とともに解決策を不断に検討し、実施する

など、能動的に取り組むこと。 

 

・ 緊急時においても部隊運用等が可能となるような有効・現

実的な適性評価の実施を含め、部隊行動の実態と特定秘密の

情報保全措置との間に乖離が生じていないか、各種事態を想

定した様々な演習を用いて検証し、課題を洗い出すとともに、

得られた結果を踏まえて運用改善等を実施する。 

 

・ このような情報保全措置の改善については、内閣情報調査

室とも連携して不断に検証する。 

３．海上自衛隊の艦艇において多数の部内漏

えい事案が生起したことを踏まえ、適性評

価の対象者選定に当たっては、個別の業務

の特性や執務環境を十分考慮し、適性評価

の実施を必要とする者の範囲を常時適確

に見極めること。 

・ 特定秘密を取り扱う可能性のある職員に対して確実に適性

評価を実施するとの考え方に基づき、評価対象者の範囲を広

げ過ぎないよう留意しつつ、情報保全区画への立入りが想定

される全職員に適性評価を実施する。なお、令和７年３月に

は、海上自衛隊艦艇の戦闘指揮所（ＣＩＣ）への立入りが想定

される全ての隊員の適性評価を終えている。 

 

・ 部隊行動の実態と特定秘密の情報保全措置との乖離につい

て演習を用いて検証する際、緊急時に部隊運用が可能となる

ような有効・現実的な適性評価の実施を含めて検証する。 

 

４．人事部署と保全部署の緊密な連携によ

り、職員に対する適性評価実施の有無の確

認を徹底した上で、特定秘密取扱職員を指

名すること。その際、適性評価に要する期

間及び特定秘密を漏えいするおそれがな

・ 人事部局と情報保全部局との緊密な連携により、職員に対

する適性評価の実施状況の確認の徹底や漏れのない特定秘密

取扱職員の指名を実施する。また、他の行政機関から職員が異

動した後の適性評価に際しては、防衛省本省と防衛装備庁と

の間で過去の適性評価における情報を相互に活用できる旨の
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いと認められた職員が他の行政機関に出

向した場合の扱いに留意し、適確な措置を

講ずること。また、適性評価の実施状況を

一元的に管理する体制について、実現可能

な計画に基づき速やかに整備すること。 

内部規則の規定が十分に活用されていなかったことを踏ま

え、当該規定の適用の判断基準や手続要領等を明確化するよ

う当該内部規則を改正し、令和７年４月１日に施行した。 

 

・ 適性評価の申請及び実施状況を一括管理し、適性評価未実

施の職員を特定秘密取扱職員に指名できないようにするシス

テムの導入を進めており、令和７年３月に一部運用を開始し

た。今後、情報保全区画への入退室記録、秘密文書へのアクセ

ス履歴等を一元的に管理する機能を段階的に付加する。具体

的には、令和11年度に全ての機能の運用を開始できるよう、令

和７年度にシステムの持続的運用に向けた調査研究を行うほ

か、令和８年度には入退室記録及び秘密文書へのアクセス履

歴管理を行う機能を付加するための調査研究を実施したい。 

  

５．特定秘密の保護に係る業務について、特

定秘密保護法や関連法規に基づき適正に

行われているかどうかの確認を常時徹底

すること。その上で、特定秘密の保護の状

況に関する定期検査の在り方を抜本的に

見直し、漏えい等の事案を早期に認知する

ことができる体制を整備すること。 

 

・ 大臣官房公文書監理官に特定秘密の運用に係る監察業務を

付加するとともに、防衛監察本部の年度防衛監察を一層活用

する。従来の定期検査に加えてこれらの監察を重層的に行う

ことにより、特定秘密保護法及びその関連規則の遵守状況等

を恒常的に確認する。 

 

・ 令和７年３月に公表された有識者会議の中間提言を踏まえ、

内部規則を改正し、年２回の定期検査の実施の効率化を図る

とともに、定期検査を通じて確認された不具合の内容を集約・

共有することとし、同年４月１日に施行した。これらのほかの

定期検査の改善策についても速やかに実行する。 

 

６．特定秘密の漏えいのおそれがある事案を

認知した場合に、二次漏えいを防止するた

めの保全措置を迅速かつ適切に講じるよ

う、あらかじめ基本的な措置を定めた上

で、省内全機関に対し徹底すること。 

 

・ 特定秘密の漏えいのおそれがある事案を認知した場合の更

なる漏えいを防ぐための基本的措置として、例えば、臨時保全

教育の実施、特定秘密文書等の捜索や回収等といった具体的

行為を列挙する形で内部規則を改正し、令和７年４月１日に

施行した。本措置については、教育等のあらゆる機会を通じて

周知徹底する。 

 

・ これに加え、実際に漏えい事案が発生した場合において、更

なる漏えいを防止するために他の機関等でも早急に措置を講

ずるべきときは、速やかに通知して措置を講ずる。 

 

７．特定秘密の漏えいのおそれがある事案等

の調査が１か月を超えるなど長期化した

場合、証拠隠滅や関係者の記憶の忘却、人

事異動等により全容の解明が困難となる

ことから、内部部局、各幕僚監部等が中心

となって調査体制を整備し、計画的かつ迅

速に調査を実施すること。 

 

・ 漏えい事案の発生等を認知した場合には、内部部局と各幕

僚監部等との情報保全部局の間の緊密かつ恒常的な調整・コ

ミュニケーションの下、計画的かつ迅速な調査を行うととも

に、事務次官及び幕僚長等から構成される防衛省情報委員会

の場で事案調査の進捗を管理する。また、漏えい事案等の調査

に当たっては、情報保全に係る各種施策を省横断的に所掌す

る専従の大臣官房参事官の下、情報保全部局間で緊密かつ恒

常的な調整・コミュニケーションを実施する。 

 

８．今般確認された事案のほかに、特定秘密

の漏えい等が生じた事例がないか、防衛省

全体で徹底的に調査すること。 

 

・ 令和６年８月、他の行政機関から異動してきた職員に対す

る適性評価の実施状況について全省的な点検を実施した。そ

の結果確認された事案も含む情報保全事案の概要及びこれら

事案を含む累次の情報保全事案を踏まえた再発防止策を同年

12月に公表した。 

 

９．我が国の情報保全体制を万全なものとす

るため、防衛省が行った事案への対応を含

め、特定秘密保護の運用全般について、防

衛省外からの意見も踏まえ、高い実効性を

伴う取組を行うこと。加えて、今般の事案

・ 令和７年３月に公表された有識者会議の中間提言も踏まえ、

情報保全教育及び定期検査を含む制度改正を行い、同年４月

１日に施行した。当該有識者会議は、今後、議論の対象を特定

秘密保護の運用全般に拡大して討議を継続していくこととし

ており、引き続き、同会議で示された意見や見解なども踏ま
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から得られた教訓が政府全体で共有され

るよう、防衛省としても必要な全ての取組

を行うこと。また、これらの取組について、

審査会に報告すること。 

 

え、順次再発防止策を実行し、かかる取組を通じて、防衛省の

特定秘密保護全般について実効性のある抜本的な改善を図っ

ていく。 

 

・ 特定秘密に係る各種事案の根本的原因や再発防止策等につ

いては、他の行政機関とも積極的に情報共有を行い、政府全体

としての情報保全体制の強化にも貢献していくとともに、こ

れら取組について適時適切に審査会に報告する。 

  

10．漏えい事案について審査会への報告まで

に長期間を要した事実を重く受け止め、特

定秘密の漏えいのおそれがある事案を認

知した段階で速やかに報告するとともに、

調査の進捗状況に応じて適時適切に報告

すること。併せて、特定秘密保護法の施行

状況を国民に適切に伝えるという観点か

ら、対外公表についても可能な限り早期に

行うこと。 

 

・ 漏えい事案等の調査に当たっては、情報保全に係る各種施

策を省横断的に所掌する専従の大臣官房参事官の下、情報保

全部局間で緊密かつ恒常的な調整・コミュニケーションを実

施する。このような体制の下、審査会への報告及び対外公表に

ついても速やかに実施する。 

11．我が国の情報管理体制について、国民は

もとより、同盟国・同志国からの信頼を堅

持することが重要な国益であることに鑑

み、同盟国である米国及び価値観を共有す

る同志国の懸念を払拭するため、事案の内

容、性質及び再発防止策が正確に伝わるよ

う、適切に情報提供を行うこと。 

 

・ 防衛省として、累次の事案を踏まえた再発防止策等を令和

６年12月に公表したところ、これらの取組やその情報開示・説

明を通じて国民や同盟国たる米国を始めとする諸外国の懸念

の払拭や信頼の回復に努める。 

 
 


